
航空法施行規則194条に定められた
以下の物品を含んでいます。
陸便・船便での輸送を必要とします。

1.火薬類 4.可燃性物質類 7.放射性物質等
2.高圧ガス 5.酸化性物質類 8.腐食性物質
3.引火性液体 6.毒物類 9.その他の有害物件
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※ リチウムイオン・リチウム金属電池（リチウム電池取扱ラベルのないもの）は9に該当します。
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(※
1)
「
高
濃
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
」
と
は
24
度
以
上
の
物
を
指
す
。
た
だ
し
飲
料
に
限
り
、
24
～
60
度

  
  
 （

ゆ
う
パ
ッ
ク
の
場
合
24
～
70
度
）
で
あ
っ
て
も
、
1容

器
あ
た
り
5リ

ッ
ト
ル
以
内
で
あ
れ
ば

　
　
 航

空
輸
送
可
。

(※
2)
銃
砲
、
刀
剣
な
ど
の
凶
器
は
、
内
国
輸
送
時
に
限
り
「
そ
の
他
の
危
険
物
」
扱
い
と
な
り
航
空

　
　
 輸

送
不
可
。

(※
3)
機
器
組
込
（
同
梱
は
不
可
）
の
ボ
タ
ン
電
池
に
限
り
、
航
空
危
険
物
の
扱
い
を
受
け
な
い
た
め

　
　
 リ

チ
ウ
ム
ラ
ベ
ル
な
し
で
航
空
輸
送
が
可
能
。

　
　
 そ

れ
以
外
の
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
・
リ
チ
ウ
ム
金
属
電
池
及
び
そ
れ
ら
を
含
む
機
器
は
、
国

　
　
 際

郵
便
で
の
差
出
時
に
は
相
手
国
・
内
容
に
よ
り
条
件
あ
り
。
（
内
国
郵
便
に
つ
い
て
は
、
リ

　
　
 チ

ウ
ム
ラ
ベ
ル
が
あ
り
適
切
な
梱
包
が
さ
れ
た
も
の
は
航
空
輸
送
可
、
そ
れ
以
外
は
陸
便
）

(※
4)
日
本
郵
便
利
用
時
は
、
ゆ
う
パ
ッ
ク
約
款
・
国
際
郵
便
約
款
に
則
り
差
し
出
す
物
を
除
く
。

●
郵
便
禁
制
品

1.
爆
発
性
、
発
火
性
、
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
で
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

2.
毒
薬
、
劇
薬
、
毒
物
お
よ
び
劇
物
（
官
公
署
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬
剤
師
ま
た
は

　
毒
劇
物
営
業
者
が
差
し
出
す
も
の
を
除
く
）

3.
生
き
た
病
原
菌
お
よ
び
生
き
た
病
原
体
を
含
有
し
、
ま
た
は
生
き
た
病
原
体
が
付
着
し
て
い
る

　
と
認
め
ら
れ
る
物
（
官
公
署
、
細
菌
検
査
所
、
医
師
ま
た
は
獣
医
師
が
差
し
出
す
も
の
を
除
く
）

4.
法
令
に
基
づ
き
移
動
ま
た
は
頒
布
を
禁
止
さ
れ
た
物

5.
人
に
危
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
動
物
（
学
校
ま
た
は
試
験
所
か
ら
差
し
出
さ
れ
、
ま
た
は

　
こ
れ
に
あ
て
る
も
の
を
除
く
）

●
航
空
危
険
物

の
具
体
例

1.
火
薬
類

　
花
火
、
ク
ラ
ッ
カ
ー
、
爆
竹
、
発
煙
筒
な
ど

2.
高
圧
ガ
ス
（
引
火
性
ガ
ス
・
毒
性
ガ
ス
・
そ
の
他
の
ガ
ス
）

　
ガ
ス
ボ
ン
ベ
、
ガ
ス
ラ
イ
タ
ー
、
ヘ
ア
ス
プ
レ
ー
、
ア
ク
ア
ラ
ン
グ
、
消
火
器
な
ど

3.
引
火
性
液
体

　
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
、
ペ
ン
キ
、
印
刷
用
イ
ン
ク
（
筆
記
具
用
を
の
ぞ
く
）
、
接
着
剤
、

　
マ
ニ
キ
ュ
ア
、
オ
イ
ル
ラ
イ
タ
ー
、
高
濃
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
(※

1)
な
ど

4.
可
燃
性
物
質
類
（
可
燃
性
物
質
・
自
然
発
火
性
物
質
・
水
反
応
可
燃
性
物
質
）

　
マ
ッ
チ
、
セ
ル
ロ
イ
ド
、
金
属
粉
末
、
硫
黄
、
固
形
燃
料
、
木
炭
、
活
性
炭
な
ど

5.
酸
化
性
物
質
類
（
酸
化
性
物
質
・
有

機
過
酸
化
物
）

　
過
マ
ン
ガ
ン
酸
塩
、
過
酸
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル
、
過
酸
化
水
素
水
、
硝
安
肥
料
、
漂
白
剤
、

　
酸
素
発
生
器
な
ど

6.
毒
物
類
（
毒
物
・
病
毒
を
移
し
や
す
い
物
質
）

　
殺
虫
剤
、
消
毒
剤
、
農
薬
、
染
料
、
伝
染
性
物
質
(※

4)
な
ど

7.
放
射
性
物
質

等
　
(※

4)
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
、
ウ
ラ
ン
、
ラ
ジ
ウ
ム
な
ど

8.
腐
食
性
物
質

　
液
体
バ
ッ
テ
リ
ー
、
水
銀
、
強
酸
、
強
ア
ル
カ
リ
、
気
圧
計
な
ど

9.
そ
の
他
の
有
害
物
件

　
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
、
ア
ス
ベ
ス
ト
、
強
い
磁
石
、
ト
ナ
ー
、
エ
ア
バ
ッ
グ
、
凶
器
(※

2)
、

　
リ
チ
ウ
ム
系
電
池
(※

3)
な
ど
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